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最高裁判所長官町田
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判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日平成15年10月16日）
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判事補任命資格調 （平成15年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 出口亜衣子 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 伊藤大介 27 〃 〃

＝

〃 内田哲也
'

25 〃 〃

《
異

〃 大畠崇史 24 〃 〃

〃 小川卓逸 26 〃

〃 川嶋知正 25 〃 〃

一旬

〃 川尻恵理子 28 〃 〃

〃 河村宜信 26 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 。 、 沼日加利 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 齊藤暁子 26 〃 〃

＝

〃 佐々木 公 33 〃

〃 芝田由平 29 〃 〃

〃

〃

澁谷輝 一

高嶋 卓

29

26

〃

〃

〃 力 元 慶雄 27 〃 〃

〃 中川良奈子 25 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 長島銀哉 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 面尾洋介 27 〃 〃

一

〃 根崎修 一 30 〃 〃

《
刊

〃 筈井卓矢 25 〃 〃

〃 長谷川秀治 26 〃

〃 浜田 更 25 〃 〃

~

〃 古市文孝 25 〃 〃

〃 堀内元城 25 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 松永智史 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 瀧口 優 26 〃 〃

一

〃 村上典子 30 〃

〃 山原佳奈 25 〃 〃

〃 吉澤邦和 25 〃

横浜地判事補 太田雅之 24 〃 〃

‐虹

〃 杉崎さっき 24 〃 〃

〃 福澤多恵 26 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 松岡 崇 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 宮澤哲也 29 〃 〃

〃 諸岡慎介 27 〃

さいたま地判事補 塚原由子 26 〃 〃

〃

〃

松村
一 成

南 宏幸

26

23

〃

〃

千葉地判事補 而田昌吾 26 〃 〃

〃 西山 渉 28 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

千葉地判事補 堀江明子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 吉野内謙志 24 〃 〃

水戸地判事補 木村匡彦 27 〃 〃

《
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宇都宮地判事補 渡避 一 昭 26 〃 〃

前橋地判事補 熊谷 聡 26 〃

静岡地判事補 多田尚史 23 〃 〃

＝

新潟地判事補 佐藤哲郎” 29 〃 〃

大阪地判事補 芥川朋子 25 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 石田明彦 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 小川 暁 26 〃 〃

〃 片瀬 亮 25 〃 〃

《
■
豆
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〃 菅野昌彦 24 〃 〃

〃 小坂茂之 28 〃

〃 児玉禎治 28 〃 〃

声q

〃 佐々木明日香 29 〃 〃

〃 芝本昌征 24 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 下山 誠 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 新海寿加子 24 〃 〃

ユ

〃 杉本敏彦 27 〃

〃 大黒 淳 子 25 〃 〃

〃 藤原 瞳 26 〃

〃 三浦康子 29 〃 〃

～

〃 山下 真 26 〃 〃

〃 渡邉達之輔 26 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

京都地判事補 國分 進 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 佐々木隆憲 25 〃 〃

〃 南場裕美子 27 〃

〃 斗谷匡志 25 〃 〃

神戸地判事補 小山裕子 28 〃

〃 酒井孝之 26 〃 〃

…

〃 向井宣人 28 〃 〃

〃 山下隼人 24 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 4 、 松秀大
F ●

27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 鈴木清志 25 〃 〃

一

〃 鈴木基之 35 〃

簿
鼠
岬

〃

〃 内藤寿彦 26 〃 〃

〃 宮崎寧子 24 〃 〃

箕

〃 横山真通 30 〃 〃

･評

〃 渡辺 諭 27 〃 〃

岐阜地判事補 久保田優奈 29 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

金沢地判事補 和田将紀 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

広島地判事補 冨森志保 28 〃 〃

一

〃 渡邊陽子 26 〃

岡山地判事補 大久保俊策 25 〃 〃

〃 原田 綾 29 〃

福岡地判事補 小川弘持 25 〃 〃

0F､

〃 三島聖子 27 〃 〃

〃 光本 洋 30 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

福岡地判事補 森中 剛 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山口幸恵 23 〃 〃

熊本地判事補 樋口真紀 28 〃 〃

I
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鹿児島地判事補 大島広規 28 〃 〃

仙台地判事補 大木美結己 23 〃 〃

＝‘

〃 佐藤隆幸 31 〃 〃

子守

〃 佐藤久貴 23 〃 〃

札幌地判事補 伊東智和 26 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 塚原洋 一 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 東光みすず 24 〃 〃

〃 松永晋介 27 〃

松山地判事補 水橋 巖 25 〃 〃


